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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金融機関において顧客が取引を行う自動取引装置であって、
　指の生体情報を読み取る生体情報読取手段と、
　ＩＣカードに記録された情報を読み取り、又はＩＣカードに情報を書き込むＩＣカード
読書手段と、
　前記生体情報読取手段にて読み取った生体情報を前記ＩＣカード読書手段を経由してＩ
Ｃカードに送信し、前記ＩＣカードに顧客の各指の生体情報との対応付けて記憶された複
数の取引操作内容から、前記生体情報読取手段にて読み取った顧客の各指毎の生体情報及
び取引案内に応じた取引操作内容を前記ＩＣカード読書手段にて読み取り、顧客に対する
音声案内をする手段を介した顧客の各指の生体情報と取引案内に応じた取引操作内容に関
する音声ガイダンスの出力を少なくとも含む、該取引操作内容に応じた処理を制御する制
御部と、
を含むことを特徴とする自動取引装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動取引装置であって、
　前記生体情報は、顧客の指紋であることを特徴とする自動取引装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の自動取引装置であって、
　前記生体情報は、顧客の指静脈であることを特徴とする自動取引装置。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の自動取引装置であって、
　前記顧客の指毎に対応付けされた取引操作内容は、０～９のいずれかの数値入力操作を
含むことを特徴とする自動取引装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の自動取引装置であって、
　前記顧客の指毎に対応付けされた取引操作内容は、取引種別の選択入力操作を含むこと
を特徴とする自動取引装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の自動取引装置であって、
　前記制御部は、顧客の２以上の指の組み合わせによって決定する取引操作内容に基づい
て処理を制御することを特徴とする自動取引装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の自動取引装置であって、
　取引操作を入力する入力手段をさらに有し、
　前記制御部は、顧客の生体情報と前記入力手段からの取引操作情報との組み合わせによ
って、該取引操作内容に応じた処理を制御することを特徴とする自動取引装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の自動取引装置であって、
　前記入力手段はタッチパネルであることを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金融機関に設置される自動取引装置に関するものに係わり、特に、顧客の生体
情報を読取ることによって本人確認してから取引を行う生体認証機能を有する自動取引装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　金融機関と顧客との間で行われる金融取引では、金融機関は顧客の本人認証を行ったう
えで取引を開始する。例えば、自動取引装置（ＡＴＭ）での取引の場合にはキャッシュカ
ードと暗証番号とにより本人確認を行っている。近年、金融機関での取引において、盗難
カードや偽造カード等の使用による被害が増加しており、特に自動取引装置での取引に対
しては、セキュリティの向上が強く求められるようになってきている。
【０００３】
　上記セキュリティ向上のための方法として、金融機関が発行したカードのＩＣチップに
、顧客の指紋や指静脈パターン等の生体情報を登録しておき、読取った生体情報から本人
を確認して認証する生体認証システムが実用化され始めた。このような生体認証システム
では、覗き見等によって悪意者に暗証番号が不正に知られたとしても、正規の顧客本人に
固有の生体情報で認証を行うため、セキュリティを確保することが可能である。
【０００４】
　上記生体認証システムの応用例として、生体情報として指紋を用い、各指毎に意味付け
した処理を実行させる装置についても提案されている（特許文献１～３参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１-２６５９１５号公報
【特許文献２】特開２００１-２７４８９７号公報
【特許文献３】特開２００２-４１１６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通常、自動取引装置は健常者のみならず、視覚障害者も利用することを前提に設置され



(3) JP 4774245 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ている。そこで、視覚障害者が自動取引装置で取引する場合の操作補助手段として、１０
キー付のハンドセットやタッチパネルの周囲に設ける触覚絵記号が提供されている。視覚
障害者がそれらを用いて取引情報を入力する場合は、ハンドセットを手元に置いて１０キ
ーを押下したり、触覚絵記号を頼りにその先にあるタッチパネルに触れることによって、
必要な各種情報を入力することができる。しかし、視覚障害者がハンドセットの１０キー
を押下したり触覚絵記号を触れる状態を悪意者に覗き見されていても、視覚障害者は気付
くことができず、防犯上好ましくなかった。
　従来、暗証番号や金額入力等に対する覗き見防止として、自動取引装置上部に後方確認
ミラーを貼り付けたり、表示画面に偏向フィルタを貼り付ける健常者向けの対策が普及し
始めているが、これらのみでは万全の覗き見防止対策とはなっておらず、特に視覚障害者
が操作する場合のセキュリティ対策としては、効果の期待できるものは少ない。
【０００７】
　一方、特許文献１～３では生体認証機能を単なる個人識別のために用いるだけでなく、
他の情報入力等の操作にも応用している。すなわち、特許文献１では、管理者の指紋毎に
「承認」「却下」「保留」を登録して、ＰＣのセキュリティ確保とワークフローでの決裁
処理時間の短縮を図っている。特許文献２では、携帯電話に指紋リーダを取り付け、電話
番号毎に対応した指を読取って、自動発信している。特許文献３では、ＰＣのセキュリテ
ィ確保のため、読取った指に対応したプログラム等を選択して起動／終了させるものであ
る。
【０００８】
　しかしながら、いずれの公知技術も自動取引装置における暗証番号や金額等の数値入力
、あるいは取引内容選択といった金融機関における具体的な取引操作は考慮されておらず
、各種操作における悪意者の覗き見を防止するといった視点で検討されているものではな
かった。すなわち、上記いずれの公知技術も、指紋を用いた生体認証技術において異なる
指毎に処理を対応させているに過ぎず、自動取引装置において、健常者のみならず視覚障
害者の利用をも想定し、悪意者の覗き見を防止してセキュリティを確保した構成を実現す
ることは困難であった。
【０００９】
　本発明の目的は、健常者のみならず視覚障害者の操作をも想定し、覗き見を防止してセ
キュリティを確保した自動取引装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　生体情報を登録するＩＣカードのＩＣチップには、計１０個分まで指静脈や指紋を登録
できるようにして、顧客別に０から９の数値を各指に対応して登録する。また、取引科目
の選択入力や「確認」、「訂正」などの処理入力も各指に対応させて登録しておく。なお
、これらの登録において、どの指がどのような数値や処理に対応するかは、各顧客毎に自
由に設定可能とする。これによって、顧客はＡＴＭの生体情報読取り装置に指をかざすだ
けで、従来、タッチパネル等を用いていた暗証番号や引出し金額の入力、あるいは取引選
択等を行うことができ、自動取引装置での取引が可能となる。換言すれば、本発明はＩＣ
カードに搭載されたＩＣチップを、入力命令等の変換機として機能させている。
【００１１】
　また、指情報読取り装置とタッチパネルとを組合せて、より複雑な処理命令等の入力が
可能となる。なお、視覚障害者が操作する場合は、ハンドセットで音声ガイダンスを聞き
ながら取引できる形態が好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明においては、自動取引装置にて顧客が各種必要情報を入力する手段が、従来のタ
ッチパネルから生体情報読取り装置となることによって、入力操作中の本人以外の人には
、どの指が０から９のどの数値に対応するのか、また、どのような取引操作を行っている
のかわからないので、安心して入力でき、セキュリティの向上が図れる。
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【００１３】
　また、視覚障害者にとって、係員から説明を受けなくても簡単に取引操作できることに
なり、バリアフリーの実現、利便性の向上等の効果が期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　まず、図１～５を用いて本発明の基本構成を説明する。
【００１５】
　図１は本発明の実施形態にかかる自動取引装置（以下ＡＴＭと略す）のブロック図であ
る。ＡＴＭ１０１には、生体情報として顧客の指静脈パターンを読み取る指静脈リーダ１
０２と、顧客への取引案内を表示する液晶の表示部１０３と、取引操作するため入力する
タッチパネルの入力部１０４と、挿入されたカードを処理するカード機構１０５と、紙幣
入出金等の紙幣を処理する紙幣入出金機構１０６と、硬貨入出金等の硬貨を処理する硬貨
入出金機構１０７と、明細票の印字処理を行う明細票印字機構１０８と、通帳の印字処理
を行う通帳印字機構１０９と、全体の動作を制御する主制御部１１０から構成されている
。なお、入力部１０４は表示部１０３と一体化した液晶タッチパネルタイプのものであっ
てもよい。
【００１６】
　カード機構１０５には、顧客が挿入したＩＣカードの磁気ストライプに対して読み書き
する磁気ストライプリードライト部１１１と、ＩＣチップに対して読み書きするＩＣチッ
プリードライト部１１２が設けている。主制御部１１０には、各処理を制御するＣＰＵ１
１３と、各処理を実行するためのプログラムや取引情報等を記憶するメモリ１１４と、ホ
ストやサーバとデータを送受信するための通信部１１５、顧客との取引情報等を逐次記録
していく記録部１１６及び電源１１７が設けている。また、ＡＴＭ１０１の正面上部には
顧客の顔画像を撮影できる人物カメラ１１８が設けられている。
　図２はＩＣカード２０１の外観図である。ＩＣカード２０１には、磁気ストライプ２０
２と接触式ＩＣチップ２０３が搭載される。ＩＣカード２０１には、更に非接触式ＩＣチ
ップ２０４を搭載することも可能である。図３はＩＣチップ２０３に記憶されるサービス
機能の一例を示しており、発行元の金融機関がサポートするキャッシュカードやクレジッ
トカード等の口座情報や、生体情報として顧客の指静脈パターンが登録されている。
【００１７】
　図４は、顧客２０５がＡＴＭを利用する際の金融機関システム構成図である。図５はＩ
Ｃチップ２０３や金融機関のホストコンピュータ２０７のデータベース２０６に格納され
ている顧客の口座元帳データフォーマットの一例である。
【００１８】
　次に、実施例１～３として、上記構成を用いた本発明の各種実施形態を詳細に説明する
。
【実施例１】
【００１９】
　顧客が生体認証による取引を開始するには、顧客がまず金融機関にその旨を申し込むこ
とになる。その後、発行されたＩＣカードが自宅宛に郵送されてくるので、受け取ったＩ
Ｃカードを本人が持参して金融機関の営業店に出向く。そこで、係員の操作により生体情
報読取り装置で顧客の生体情報（指紋、指静脈等）を読取って、顧客が持参したＩＣカー
ドに登録される。このとき、両手の指１０本分の生体情報を登録するとともに、それらの
どの指が０～９のいかなる数値に対応するか、また、いかなる取引種別・処理に対応する
かも登録する。なお、どの指がどのような内容に対応するかは、顧客が自由に設定・選択
できるのが望ましい。
【００２０】
　図６は、このようにしてＩＣカード２０１のＩＣチップ２０３に登録された両手の指１
０本分の生体情報とその対応の一例であり、上述のように、各指は引出しや預入れ等の取
引選択、確認や訂正等の処理入力、０から９までの数値入力、万や千等の単位入力が係員
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からの指示に従って対応付けされながら登録されている。
【００２１】
　次に、上記のようにして登録されたＩＣカード２０１を用いて顧客が取引を行う場合の
処理フローを図８を用いて説明する。図８は本発明の第１実施例として、両手の指１０本
を用いて取引を行う場合の取引処理フローチャートである。なお、本実施例では顧客の暗
証番号として数値「１２４８」、取引種別は「引出し」取引、引出し金額は「５万円」と
して説明する。
【００２２】
　まず、顧客２０５がＡＴＭ１０１のカード機構１０５にＩＣカード２０１を挿入すると
、磁気ストライプリードライト部１１１で磁気ストライプ２０２、ＩＣチップリードライ
ト部１１２でＩＣチップ２０３から口座情報を読取る（ステップ３０１）。
　次に、生体情報による本人認証するために、表示部１０３に案内画面を表示したり音声
で操作案内して、顧客２０５の指を指静脈リーダ１０２にかざしてもらい、かざされた指
の静脈パターンを読取る（ステップ３０２）。読取った顧客２０５の指静脈パターンは主
制御部１１０とＩＣチップリードライト部１１２を経由して、ＩＣチップ２０３に送信さ
れる。
【００２３】
　ＩＣチップ２０３では、登録されている右手と左手の計１０本分の指静脈パターンと読
取った指静脈パターンとを照合して本人認証を行う（ステップ３０３）。本人認証が終わ
ると、図９に示す取引選択画面を表示して取引の選択を顧客に促す。図９の選択画面では
、図６に示す予め登録した各々の取引に対応する指の生体情報を読取らせるよう、併せて
表示してもよいし、音声ガイダンス等で促してもよい。
【００２４】
　顧客は引出しを行うため、指静脈リーダ１０２に予め登録した所定の指（ここでは人差
し指）をかざす（ステップ３０４）。なお、本実施例では人差し指であれば左手でも右手
でもよい。指静脈リーダ１０２で読取った人差し指の静脈パターンはＩＣチップ２０３に
送信され、登録された１０本の指の静脈パターンと逐次照合を行い、人差し指の静脈パタ
ーンとの一致確認によって「引出し」が選択される（ステップ３０５）。
【００２５】
　取引選択が終わると、図１０に示す暗証番号の入力画面を表示する。上記同様に対応す
る指を読取らせるようなガイダンスを併せて表示してもよいし、音声ガイダンスを行って
もよい。顧客は暗証番号の上位１桁目である「１」を入力するため、指静脈リーダ１０に
左手の小指をかざす（ステップ３０６）。読取った左手の小指の静脈パターンはＩＣチッ
プ２０３に送信され、登録された１０本の指静脈パターンと逐次照合し、左手の小指の静
脈パターンとの一致確認によって数値「１」が入力されたことを認識する（ステップ３０
７）。
【００２６】
　以下同様に、暗証番号の上位２桁目である「２」を入力するため、左手の薬指をかざし
（ステップ３０８）、登録された左手の小指の静脈パターンと照合する（ステップ３０９
）。暗証番号の上位３桁目である「４」を入力するため、左手の人差し指をかざし（ステ
ップ３１０）、登録された左手の人差し指の静脈パターンと照合する（ステップ３１１）
。暗証番号の上位４桁目、すなわち最下位桁である「８」を入力するため、右手の中指を
かざし（ステップ３１２）、登録された右手の中指の静脈パターンと照合する（ステップ
３１３）。暗証番号の入力が終わると、図１１に示す暗証番号の確認画面を表示する。確
認の結果、誤り等がなければ「確認」の意味に相当する「人差し指」をかざす（ステップ
３１４）。なお、思い違いや入力ミスが発生した場合は、「取消」なら「小指」、「訂正
」なら「親指」をかざして、再度、入力のやり直し等を行う。
【００２７】
　なお、暗証番号の入力順は上記に限られるものではなく、最下位桁から順番に最上位桁
へ入力するようにしてもよいし、装置からの指示に従って顧客がランダムに入力するよう
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にしてもよい。また、図１１に示す暗証番号の入力確認は、４桁全てを入力後に実施して
もよいし、１桁入力する毎に確認し必要に応じて修正等をさせるようにしてもよい。
【００２８】
　次に図１２に示す引出し金額の入力画面を表示し、引出し金額の最上位桁数値である「
５」を入力するため、指静脈リーダ１０に左手の親指をかざす（ステップ３１５）。読取
った左手の親指の静脈パターンはＩＣチップ２０３に送信され、登録された左手の親指の
静脈パターンと照合することによって数値「５」が入力される（ステップ３１６）。以降
の桁につていも同様にして、各々の数値に対応する指をかざすことによって順次数値を入
力していってもよいが、金額によっては「千」、「万」等の単位を入力した方が簡単な場
合もあり、本実施例でもこのような単位入力を採用する。
【００２９】
　すなわち、上記引出し金額の入力において、数値入力から単位入力に変更するため、数
値入力の終了として一旦タッチパネルに触れる（ステップ３１７）。次に、引出し金額の
最上位の単位である「万」を入力するため親指をかざし（ステップ３１８）、登録された
親指の静脈パターンと照合する（ステップ３１９）。本実施例の引出し金額は端数のない
５万円丁度であるため、単位として「円」を入力するように人差し指をかざし（ステップ
３２０）、登録された左手の人差し指の静脈パターンと照合することによって単位「円」
が入力される（ステップ３２１）。上記単位入力についても、指の種別が対応していれば
右手でも左手でも構わない。なお、上記５万円の入力において、例えば５万４千円等の数
値を入力する場合は、単位入力の後、再度数値入力に戻れるようになっていると便利であ
る。従って、「数値入力」と「単位入力」の切換えボタンや、「確定」ボタン等を表示パ
ネル上に適宜設けてもよい。
【００３０】
　引出し金額の入力が終了すると、主制御部１１０の通信部１１５はＩＣチップ２０３か
ら読み取った口座情報、入力された暗証番号や引出し金額を事務センタのホストコンピュ
ータ２０７に送信し、必要情報を受信する（ステップ３２２）。その後、ホストコンピュ
ータ２０７から取引を許可する旨の回答を受信すると、紙幣入出金機構１０６や硬貨入出
金機構１０７は、顧客２０５が表示部１０３に入力した金額の出金準備をする（ステップ
３２３）。カード機構１０５はカード２０１を、明細票印字機構１０８は明細票を排出し
、顧客２０５に受取ってもらう（ステップ３２４）。紙幣入出金機構１０６や硬貨入金機
構１０７は、それぞれの出金口から紙幣あるいは硬貨を放出し、顧客２０１に受取っても
らう（ステップ３２５）。
【実施例２】
【００３１】
　実施例１は、顧客として主に健常者が操作する場合を想定したものであるが、視覚障害
者が操作する場合は、適宜、顧客に対して音声による操作案内を実施すればよい。例えば
、図９～図１１等に示す画面表示をハンドセット等による音声案内で行うようにすればよ
い。すなわち、視覚障害者が保有するＩＣカード２０１の記録部（例えば磁気ストライプ
部２０２、ＩＣチップ２０３、非接触ＩＣチップ２０４等）には、視覚障害者である旨の
識別情報（識別コード）を付与することができるため、ＡＴＭ１０１のカード機構１０５
にＩＣカード２０１が挿入された時点で、顧客が視覚障害者であると判断できる。
【００３２】
　ＡＴＭ１０１は、ハンドセット等を通じて、視覚障害者に対して本人照合のために各指
を指静脈リーダ１０２へかざすよう音声で案内する。本人照合が完了すると、ＩＣカード
２０１に記録された各々の指と取引選択メニューとの対応関係（図６）を基に、視覚障害
者に対して取引選択を促すための音声ガイダンスを実施する。例えば、単に取引種別に対
応する指をかざすようにアナウンスしてもよいし、各指と処理との対応関係を忘れてしま
った顧客のために、「「引出し」なら「人差し指」をかざして下さい。「預入れ」なら「
親指」をかざして下さい。・・・」のように各指と処理内容との対応関係も含めて音声ガ
イダンスすることで、顧客の操作を補助することができる。なお、このような詳細な音声
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ガイダンスは、視覚障害者に対してのみならず、各指と処理内容との対応関係を忘れてし
まった健常者に対して実施することも可能である。
【００３３】
　以下、同様にして、暗証番号入力（図８のステップ３０６～ステップ３１３）、暗証番
号入力の確認（図８のステップ３１４）、引出し金額の指定（図８のステップ３１５～３
２１）の各々の処理に先立って、顧客に操作を促すように音声ガイダンスを実施したり、
また、顧客の各々の指と処理内容との関係を含めてさらに詳細な音声ガイダンスを実施し
てもよい。
【００３４】
　なお、暗証番号や取引内容、取引金額等の入力後にそれらを顧客に通知して入力内容の
確認をさせる必要があるが、視覚障害者が操作する場合には、ハンドセットによる音声ガ
イダンスによってのみ行うようにする。これは、ディスプレイ等による表示や、通常の音
声ガイダンス等を用いると、悪意者による覗き見や盗み聞きによって取引内容や入力内容
を把握されてしまうためである。もちろん、健常者が視覚障害者に付き添っている場合は
画面表示させるようにしてもよい。この場合、図６や図７に示す取引選択のオプションと
して、「画面表示による入力内容確認あり」を選択させるようにしてもよいし、表示部に
取引内容確認の画面表示を行うか否かの選択ボタン等を設け、顧客（付き添いの健常者）
や銀行の係員に選択させるようにしてもよい。
【実施例３】
【００３５】
　次に、片方の手の指のみを用いて、上記同様に各種操作に対応付けを行った場合の実施
形態を説明する。本実施形態でも、数値として０～９の１０種類の情報を扱うため、片手
の指の５本のみでは不足する。そこで、片手の指を組み合わせることによって、不足分を
補うようにしている。図７は、ＩＣチップ２０３への登録は片手の指５本のみで、取引選
択、処理入力、０から９までの数値入力や単位入力を行う場合の対応例である。図中、例
えば数値入力「６」に相当する「親指＋小指」は、親指の静脈データと小指の静脈データ
の２種類を照合させることによって、数値「６」を入力させることを意味する。なお、各
指の対応関係等の必要情報をＩＣカード２０１へ登録する手順については、上述の実施例
と同様であるため説明は省略する。
【００３６】
　図１３は本実施形態の取引処理フローチャートであり、先の実施例と同様に暗証番号は
「１２４８」、取引種別は「引出し」、引出し金額は「５万円」としている。以下、本フ
ローチャートに基づいて動作を説明する。
【００３７】
　まず、顧客２０５がＩＣカード２０１を挿入すると、磁気ストライプ２０２やＩＣチッ
プ２０３から口座情報を読取る（ステップ４０１）。次に、生体情報による本人認証する
ために、顧客２０５の指を指静脈リーダ１０２にかざしてもらい、かざされた指の静脈パ
ターンを読取る（ステップ４０２）。読取った顧客２０５の指静脈パターンはＩＣチップ
２０３に送信される。図７に示すＩＣチップ２０３内に登録されている片手計５本分の指
静脈パターンと、読取った指静脈パターンとを照合することによって本人認証を実施する
（ステップ４０３）。
【００３８】
　本人認証が終わると、図９に示す取引選択画面を表示することによって、顧客に対して
取引の選択を促す。顧客は「引出し」取引を選択するため、指静脈リーダ１０２に人差し
指をかざす（ステップ４０４）。指静脈リーダ１０２で読取った人差し指の静脈パターン
はＩＣチップ２０３に送信され、登録された各々の指の静脈パターンと逐次照合され、人
差し指の静脈パターンとの一致確認によって「引出し」取引が選択されたことを認識する
（ステップ４０５）。
【００３９】
　取引選択が終わると、図１０に示す暗証番号の入力画面が表示され、顧客は暗証番号の
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上位１桁目である数値「１」を入力するため、指静脈リーダ１０に小指をかざす（ステッ
プ４０６）。読取った小指の静脈パターンはＩＣチップ２０３に送信され、登録された小
指の静脈パターンと照合（一致確認）される（ステップ４０７）。以下同様に、暗証番号
の上位２桁目である数値「２」を入力するため、売り顧客は薬指をかざし（ステップ４０
８）、登録された小指の静脈パターンと照合される（ステップ４０９）。暗証番号の上位
３桁目である数値「４」を入力するため、顧客は人差し指をかざし（ステップ４１０）、
登録された人差し指の静脈パターンと照合される（ステップ４１１）。
【００４０】
　続いて、暗証番号の上位４桁目（最下位桁）である数値「８」を入力するため、まず数
値「５」に対応する親指をかざし（ステップ４１２）、登録された親指の静脈パターンと
照合することによって、数値「５」が入力される（ステップ４１３）。次に数値加算を指
示するため、タッチパネルに触れる（ステップ４１４）。なお、タッチパネル上に、数値
加算を意味する「数値加算ボタン」を別途設けても良い。そして数値「３」に対応する中
指をかざし（ステップ４１５）、登録された中指の静脈パターンと照合することによって
、加算用の数値「３」の入力が行われる（ステップ４１６）。この結果、暗証番号の４桁
目の数値として、「５＋３＝８」が確定して入力されることになる。
【００４１】
　なお、上記のように予め意味付けされた個々の指に対応する数値を加算することによっ
て、他の数値への対応付けを行うようにしてもよいし、組み合わせそのものに特定の意味
付けを行ってＩＣカード２０１へ登録するようにしてもよい。例えば、「小指+小指」を
数値「２０」に対応付けするようにしてもよい。なおこの場合、ＡＴＭ２０１に対して組
み合わせ入力を通知するために、タッチパネル等に「組み合わせ入力ボタン」等を設けて
もよい。
【００４２】
　暗証番号の入力が終わると、図１２に示す引出し金額の入力画面を表示し、引出し金額
の上位１桁目である数値「５」を入力するため、顧客は指静脈リーダ１０に親指をかざす
（ステップ４１７）。読取った親指の静脈パターンはＩＣチップ２０３に送信され、登録
された親指の静脈パターンと照合することによって数値「５」が入力される（ステップ４
１８）。
【００４３】
　続いて、引出し金額の入力において数値入力から単位入力に変更するため、数値入力の
終了として一旦タッチパネルに触れる（ステップ４１９）。そして引出し金額の単位であ
る「万」を入力するため、顧客は親指をかざし（ステップ４２０）、登録された親指の静
脈パターンと照合する（ステップ４２１）。さらに、引出し金額を確定させるべく、金額
単位を示す「円」を入力するよう人差し指をかざし（ステップ４２２）、登録された左手
の人差し指の静脈パターンと照合する（ステップ４２３）。以上のようにして金額「５万
円」が入力される。
【００４４】
　引出し金額の入力が終了すると、主制御部１１０の通信部１１５はＩＣチップ２０３か
ら読み取った口座情報、入力された暗証番号や引出し金額を事務センタのホストコンピュ
ータ２０７に送信し、必要情報を受信する（ステップ４２４）。その後、ホストコンピュ
ータ２０７から取引を許可する旨の回答を受信すると、紙幣入出金機構１０６や硬貨入出
金機構１０７は、顧客２０５が表示部１０３に入力した金額の出金準備をする（ステップ
４２５）。カード機構１０５はカード２０１を、明細票印字機構１０８は明細票を排出し
、顧客２０５に受取ってもらう（ステップ４２６）。紙幣入出金機構１０６や硬貨入金機
構１０７は、それぞれの出金口から紙幣あるいは硬貨を放出し、顧客２０１に受取っても
らう（ステップ４２７）。
【００４５】
　本実施例についても、第２の実施例と同様に必要に応じて音声ガイダンス等を適宜実施
することによって、視覚障害者が利用する場合にも対応可能である。
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　なお、実施例１～３を通じて、以上の説明では、生体情報として指静脈を用いた場合を
想定したものであったが、指紋を用いた場合も同様の効果が得られる。また、生体情報の
登録はカード２０１に搭載されたＩＣチップ２０３で説明したが、携帯端末、例えば携帯
電話に指情報を登録しておき、ＡＴＭ１０１のＩＣカードリードライト部１１２が接触式
だけでなく非接触式も対応可能としておけば、携帯電話に登録された指情報を無線で読取
ることにより、同様の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本実施形態にかかるＡＴＭでの生体認証システムのブロック図である。
【図２】ＩＣチップが搭載されたカードの外観図である。
【図３】ＩＣチップに内蔵されるサービス機能の例である。
【図４】顧客がＡＴＭを利用する際のシステム構成図である。
【図５】ホストに格納されている口座元帳のデータフォーマット図である。
【図６】ＩＣチップに格納されている生体情報のデータフォーマット図である。
【図７】ＩＣチップに格納されている生体情報のデータフォーマット図である。
【図８】本実施形態にかかる取引処理フローチャートの例である。
【図９】ＡＴＭで表示される取引選択画面例である。
【図１０】ＡＴＭで表示される暗証番号入力画面例である。
【図１１】ＡＴＭで表示される暗証番号確認画面例である。
【図１２】ＡＴＭで表示される引出し金額入力画面例である。
【図１３】本実施形態にかかる取引処理フローチャートの例である。
【符号の説明】
【００４８】
　１０１：ＡＴＭ
　１０２：指静脈リーダ
　１０３：表示部
　１０４：入力部
　１０５：カード機構
　１０６：紙幣入出金機構   
　１０７：硬貨入出金機構
　１０８：明細票印字機構
　１０９：通帳印字機構
　１１０：主制御部
　１１１：磁気ストライプリードライト部
　１１２：ＩＣチップリードライト部
　１１３：ＣＰＵ
　１１４：メモリ
　１１６：記録部
　１１８：人物カメラ
　２０１：カード
　２０２：磁気ストライプ
　２０３：ＩＣチップ
　２０５：顧客
　２０６：データベース
　２０７：ホストコンピュータ
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